様式第16(第59条関係)

定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書

　　　年　　月　　日

宮崎県知事　殿

               　　　　　特定計量器の使用者　住所

                         　　　　　          氏名          　　　　　                

　計量法第２５条第１項(第１２０条第１項)の検査を　　　　年　　月　　日に受けましたので証明書を添えて届け出ます。

  １　特定計量器の種類及び数（証明書のとおり）
　２　特定計量器の所在の場所（検査を行った場所と同じ）

	


様式第17(第60条関係)

証　明　書

　　年　　月　　日

              　　　　　 特定計量器の使用者　住所                                

                        　　　　　　　       氏名       　　                        殿

　１　検査を行った特定計量器の種類     下記のとおり
　２　検査を行った年月日               　　　　年　　月　　日
　３　検査を行った場所

（検定所番号　　　　　）
	特   定   計   量   器   の   種   類
	能 力
(㎏)
	器物番号
	備   考

	手動式天びん
	棒はかり


	等比皿手動

	不等比皿手動
	台手動はかり
	ばね式指示

	手動指示併用
	光電式はかり
	電気抵抗線式
	誘電式はかり
	電磁式はかり
	音叉式はかり
	その他



	





	





	





	分銅




	おもり



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


計量法第２３条（第１１８条）の規定に従って検査を行い、ここに合格と認めます。

  　　　　年　　月　　日

                            計量士　住　　所
                                    氏　　名                　　                印
登録番号
（検定所番号　　　　　）                                                                           
	特   定   計   量   器   の   種   類
	能 力
(㎏)
	器物番号
	備   考

	手動式天びん
	棒はかり


	等比皿手動

	不等比皿手動
	台手動はかり
	ばね式指示

	手動指示併用
	光電式はかり
	電気抵抗線式
	誘電式はかり
	電磁式はかり
	音叉式はかり
	その他
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	おもり



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



